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推進計画

実施状況報告
［令和６年度］



１．はじめに

 第４次由布市行財政改革推進計画は、令和３年度から令和７年度までの５年間を

計画期間とした由布市の行財政改革を進めるための具体的な取組内容とその目標を

定めたものです。

 この計画では、第１次の計画から継承される「将来にわたり行政サービスを安定

的に提供し住民ニーズに応えうる市政をめざす」ことを理念に、《健全な財政運営

の推進》《効率的な行政運営の推進》《市民とともに進めるまちづくり》を改革の

基本方針とし、この基本方針の視点ごとに個別テーマを掲げ、それぞれの目標に

沿った取組を進めることとしています。

 このことから、計画の実施状況は、個別テーマに即して報告します。
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第４次由布市行財政改革推進計画　令和６年度進捗状況の評価 【 総括表 】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

30 6 19 4 1

11 2 8 1 0

　　中長期財政収支予測 1 0 1 0 0

　　有効な予算編成方式の実施 1 0 1 0 0

　　新たな運用手法の導入(基金の一括運用等) 1 1 0 0 0

　　補助金交付基準の策定・運用 1 0 1 0 0

　　補助金の整理・合理化 1 0 1 0 0

　　特別会計等繰出金の抑制 1 0 1 0 0

　　財政調整基金繰入の抑制 1 0 1 0 0

　　使用料・手数料設定基準の策定 1 0 1 0 0

　　使用料及び手数料の見直し 1 0 1 0 0

　　医療費の削減 2 1 0 1 0

15 3 9 3 0

　　新たな収入の確保 4 0 2 2 0

　　自主財源の確保 4 2 2 0 0

　　企業活動の活性化 1 0 0 1 0

　　収納対策の強化 4 0 4 0 0

　　ふるさと納税制度の推進 2 1 1 0 0

1 1 0 0 0

　　ごみの削減(一人一日当たり総排出量) 1 1 0 0 0

3 0 2 0 1

　　料金体系の見直し 2 0 1 0 1

　　公営企業会計繰出金の抑制 1 0 1 0 0

10 0 8 1 0

4 0 4 0 0

　　公共施設個別管理計画の推進 1 0 1 0 0

　　「連携中枢都市圏ビジョン」の推進 1 0 1 0 0

　　新環境センターの設立・稼働 1 0 1 0 0

　　消防指令業務の共同運用 1 0 1 0 0

6 0 4 1 0

　　人材育成の推進 1 0 1 0 0

　　職員研修の充実 1 0 1 0 0

　　定員管理計画の策定 1 0 1 0 0

　　組織機構の見直し 1 0 1 0 0

　　決裁規程の見直し 1 0 0 1 0

　　窓口業務の時間延長 1 0 0 0 0

14 2 10 1 1

5 0 4 0 1

　　財政状況(予算・決算・中期財政見通し)の公開 1 0 1 0 0

　　各種計画の公表 1 0 1 0 0

　　補正予算の概要の公開 1 0 1 0 0

　　各種審議会等の会議内容公表 1 0 0 0 1

　　事務事業評価の公表 1 0 1 0 0

2 0 2 0 0

　　地域間連携の推進 1 0 1 0 0

　　協働マニュアルの活用 1 0 1 0 0

7 2 4 1 0

　　行政スマート化 7 2 4 1 0

合　計 54 8 37 6 2

（実施状況の評価にかかる記号の説明）

評価記号

Ａ 計画以上の進捗

Ｂ おおむね計画通りの進捗

Ｃ 改革の取り組みが不十分

Ｄ 大幅に目標に未到達

　■安定的な歳入の確保

行財政改革の具体的な取組方策
推進計画に

おける
個別テーマ等

評　価

≪健全な財政運営の推進≫

　■計画的な財政運営

目標未達成

　■経費の節減合理化

　■地方公営企業等の経営健全化

≪効率的な行政運営の推進≫

　■行政の担うべき役割の重点化

　■行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構

≪市民とともに進めるまちづくり≫

　■市民に開かれたまちづくり

　■市民参加の充実

　■市民サービスの向上

評価の説明

目標達成
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２．令和６年度一般会計決算の概要について

 

 令和６年度決算の前年度との比較は、

 ① 歳入総額は 24,724,912千円 と、1,687,618千円の増となりました。

 主な項目については、地方税の個人住民税、減債基金の繰入金、繰越金の減が特

徴的となっています。一方、地方特例交付金等、国県支出金、地方債での増となっ

ており、経常一般財源総額も増となっています。

 ② また、歳出総額は23,687,428千円 と、前年度に比べて154，506千円の減と

なりました。

 主な項目については、義務的経費では、人件費、投資的経費及びその他の経費が

増となっています。一方、扶助費及び公債費は減となっています。

 ③ なお、基金の状況については、財政調整基金は131,810千円の減に留まり、

令和6年度末の基金残高は 2,175,816千円となっています。

（表１－１、１－２、１－３参照）
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表１－１

令和６年度　歳入決算額 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

市 税 4,460,802 4,460,802

地 方 譲 与 税 257,511 257,511

利 子 割 交 付 金 1,531 1,531

配 当 割 交 付 金 23,152 23,152

株式等譲渡所得割交付金 27,255 27,255

法 人 事 業 税 交 付 金 71,627 71,627

地 方 消 費 税 交 付 金 892,328 892,328

ゴルフ場利用税交付金 28,643 28,643

自 動 車 取 得 税 交 付 金

自動車税環境性能割交付金 20,807 20,807

国 有 提 供 施 設 交 付 金 10,314 10,314

地 方 特 例 交 付 金 198,127 198,127

地方交付税 6,494,348 5,809,347 685,001 685,001

                      普　通 5,809,347 5,809,347

                      特　別 685,001 685,001 685,001

交通安全対策特別交付金 2,919 2,919

分 担 金 及 び 負 担 金 190,740 46,258 127,468 17,014 144,482

使 用 料 180,134 176,391 1,341 2,402 3,743

手 数 料 47,234 47,234 0

国 庫 支 出 金 3,768,399 2,445,847 561,337 761,215 1,322,552

県 支 出 金 3,114,803 1,671,965 1,428,369 14,469 1,442,838

財 産 収 入 187,035 3,916 76,819 106,300 183,119

寄 附 金 1,038,325 1,038,183 142 1,038,325

繰 入 金 1,028,945 406,713 622,232 1,028,945

繰 越 金 482,978 179,840 303,138 482,978

諸 収 入 156,499 49,048 71,617 35,834 107,451

地 方 債 2,040,456 2,001,900 38,556 2,040,456

歳 入 合 計 (A) 24,724,912 16,245,022 5,893,587 2,586,303 8,479,890

令和６年度　歳出決算額 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

人 件 費 3,838,028 3,759,581 54,535 23,912 78,447

物 件 費 2,837,076 1,962,946 862,190 11,940 874,130

維 持 補 修 費 57,387 54,154 1,406 1,827 3,233

扶 助 費 4,747,022 4,600,731 96,075 50,216 146,291

補 助 費 等 1,949,025 1,142,347 309,920 496,758 806,678

普 通 建 設 事 業 3,017,845 2,216,834 801,011 3,017,845

（ う ち 単 独 事 業 ） (1,800,771) (1,129,895) (670,876) (1,800,771)

災 害 復 旧 事 業 費 2,169,051 1,787,675 381,376 2,169,051

公 債 費 2,454,500 2,454,500 0

積 立 金 691,574 562,433 129,141 691,574

投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 0

繰 出 金 1,925,920 1,847,814 2,519 75,587 78,106

歳 出 合 計 （ Ｂ ） 23,687,428 15,822,073 5,893,587 1,971,768 7,865,355

差 引 額 （ Ａ － Ｂ ） 1,037,484 422,949 0 614,535 614,535

基　　金 （単位：千円）

財 政 調 整 基 金 2,175,816

減 債 基 金 328,281

そ の 他 目 的 基 金 3,257,088

合 計 5,761,185

区　　　　　分 決算額 経常的
臨時的

性　　質　　別 決算額 経常的
臨時的
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表１－２

令和５年度　歳入決算額 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

市 税 4,299,299 4,299,299

地 方 譲 与 税 244,716 244,716

利 子 割 交 付 金 1,096 1,096

配 当 割 交 付 金 14,804 14,804

株式等譲渡所得割交付金 15,982 15,982

法 人 事 業 税 交 付 金 68,737 68,737

地 方 消 費 税 交 付 金 825,735 825,735

ゴルフ場利用税交付金 28,847 28,847

自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,044 1,044

自動車税環境性能割交付金 21,165 21,165

国 有 提 供 施 設 交 付 金 10,390 10,390

地 方 特 例 交 付 金 47,050 47,050

地方交付税 6,413,294 5,836,320 576,974 576,974

                      普　通 5,836,320 5,836,320

                      特　別 576,974 576,974 576,974

交通安全対策特別交付金 2,919 2,919

分 担 金 及 び 負 担 金 110,276 54,786 55,040 450 55,490

使 用 料 174,318 171,070 0 3,248 3,248

手 数 料 58,949 58,949 0

国 庫 支 出 金 3,572,107 2,232,600 555,327 784,180 1,339,507

県 支 出 金 2,899,874 1,631,575 783,872 484,427 1,268,299

財 産 収 入 67,332 7,662 18,806 40,864 59,670

寄 附 金 868,579 866,973 1,606 868,579

繰 入 金 1,236,639 229,791 1,006,848 1,236,639

繰 越 金 544,719 341,488 203,231 544,719

諸 収 入 186,096 57,439 72,023 56,634 128,657

地 方 債 1,323,327 1,258,000 65,327 1,323,327

歳 入 合 計 (A) 23,037,294 15,632,185 4,181,320 3,223,789 7,405,109

令和５年度　歳出決算額 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

人 件 費 3,700,323 3,620,656 71,392 8,275 79,667

物 件 費 2,854,230 1,892,046 903,509 58,675 962,184

維 持 補 修 費 59,587 58,953 619 15 634

扶 助 費 4,900,930 4,269,875 82,942 548,113 631,055

補 助 費 等 1,966,550 1,164,170 409,574 392,806 802,380

普 通 建 設 事 業 2,174,347 1,518,309 656,038 2,174,347

（ う ち 単 独 事 業 ） (1,404,991) (895,361) (509,630) (1,404,991)

災 害 復 旧 事 業 費 1,337,320 760,144 577,176 1,337,320

公 債 費 2,819,527 2,498,902 0 320,625 320,625

積 立 金 484,150 434,804 49,346 484,150

投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 0

繰 出 金 1,857,352 1,805,375 27 51,950 51,977

歳 出 合 計 （ Ｂ ） 22,154,316 15,309,977 4,181,320 2,663,019 6,844,339

差 引 額 （ Ａ － Ｂ ） 882,978 322,208 0 560,770 560,770

基　　金 （単位：千円）

財 政 調 整 基 金 2,307,626

減 債 基 金 285,854

そ の 他 目 的 基 金 3,075,409

合 計 5,668,889

区　　　　　分 決算額 経常的
臨時的

性　　質　　別 決算額 経常的
臨時的
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表１－３

歳入決算額　前年度比較 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

市 税 161,503 161,503

地 方 譲 与 税 12,795 12,795

利 子 割 交 付 金 435 435

配 当 割 交 付 金 8,348 8,348

株式等譲渡所得割交付金 11,273 11,273

法 人 事 業 税 交 付 金 2,890 2,890

地 方 消 費 税 交 付 金 66,593 66,593

ゴルフ場利用税交付金 △204 △204

自 動 車 取 得 税 交 付 金 △1,044 △1,044

自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 △358 △358

国 有 提 供 施 設 交 付 金 △76 △76

地 方 特 例 交 付 金 151,077 151,077

地方交付税 81,054 △26,973 108,027 108,027

                      普　通 △26,973 △26,973

                      特　別 108,027 108,027 108,027

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金 80,464 △8,528 72,428 16,564 88,992

使 用 料 5,816 5,321 1,341 △846 495

手 数 料 △11,715 △11,715

国 庫 支 出 金 196,292 213,247 6,010 △22,965 △16,955

県 支 出 金 214,929 40,390 644,497 △469,958 174,539

財 産 収 入 119,703 △3,746 58,013 65,436 123,449

寄 附 金 169,746 171,210 △1,464 169,746

繰 入 金 △207,694 176,922 △384,616 △207,694

繰 越 金 △61,741 △161,648 99,907 △61,741

諸 収 入 △29,597 △8,391 △406 △20,800 △21,206

地 方 債 717,129 743,900 △26,771 717,129

歳 入 合 計 (A) 1,687,618 612,837 1,712,267 △637,486 1,074,781

歳出決算額　前年度比較 （単位：千円）

特定財源 一般財源 計

人 件 費 137,705 138,925 △16,857 15,637 △1,220

物 件 費 △17,154 70,900 △41,319 △46,735 △88,054

維 持 補 修 費 △2,200 △4,799 787 1,812 2,599

扶 助 費 △153,908 330,856 13,133 △497,897 △484,764

補 助 費 等 △17,525 △21,823 △99,654 103,952 4,298

普 通 建 設 事 業 843,498 698,525 144,973 843,498

（ う ち 単 独 事 業 ） 395,780 234,534 161,246 395,780

災 害 復 旧 事 業 費 831,731 1,027,531 △195,800 831,731

公 債 費 △365,027 △44,402 △320,625 △320,625

積 立 金 207,424 127,629 79,795 207,424

投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金

繰 出 金 68,568 42,439 2,492 23,637 26,129

歳 出 合 計 （ Ｂ ） 1,533,112 512,096 1,712,267 △691,251 1,021,016

差 引 額 （ Ａ － Ｂ ） 154,506 100,741 53,765 53,765

基　　金　前年度比較 （単位：千円）

財 政 調 整 基 金 △131,810

減 債 基 金 42,427

そ の 他 目 的 基 金 181,679

合 計 92,296

区　　　　　分 決算額 経常的
臨時的

性　　質　　別 決算額 経常的
臨時的
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３．令和６年度の実施状況について
 推進計画の実施状況については、次のとおりです。

≪健全な財政運営の推進≫ ≪効率的な行政運営の推進≫
■計画的な財政運営－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■行政の担うべき役割の重点化－－－－－－－－－－－－－－－

中⾧期財政収支予測 Ｐ8 公共施設個別管理計画の推進 Ｐ26

有効な予算編成方式の実施 Ｐ8 「連携中枢都市圏ビジョン」の推進 Ｐ27

新たな運用手法の導入(基金の一括運用等) Ｐ9 新環境センターの設立・稼働 Ｐ27

補助金交付基準の策定・運用 Ｐ9 消防指令業務の共同運用 Ｐ28

補助金の整理・合理化 Ｐ10 ■行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構－－－－－－

特別会計等繰出金の抑制 Ｐ10 人材育成の推進 Ｐ28

財政調整基金繰入の抑制 Ｐ11 職員研修の充実 Ｐ29

使用料・手数料設定基準の策定 Ｐ11 定員管理計画の策定 Ｐ29

使用料及び手数料の見直し Ｐ12 組織機構の見直し Ｐ30

医療費の削減 Ｐ12~13 決裁規程の見直し Ｐ30

● 後発医薬品の使用割合 Ｐ12 窓口業務の時間延⾧ Ｐ31

● 特定健診・特定保健指導 Ｐ13 ≪市民とともに進めるまちづくり≫
■安定的な歳入の確保－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■市民に開かれたまちづくり－－－－－－－－－－－－－－－－

新たな収入の確保 Ｐ14~15 財政状況(予算・決算・中期財政見通し)の公開 Ｐ31

● 由布市公式ホームページバナー広告 Ｐ14 各種計画の公表 Ｐ32

● ユーバス時刻表広告 Ｐ14 補正予算の概要の公開 Ｐ32

● 市封筒広告 Ｐ15 各種審議会等の会議内容公表 Ｐ33

● 新たな広告可能媒体の検討・実施 事務事業評価の公表 Ｐ33

  (公共施設・広報誌等刊行物等) ■市民参加の充実－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

自主財源の確保 Ｐ16~17 地域間連携の推進 Ｐ34-35

● 未利用地等の売却 Ｐ16 協働マニュアルの活用 Ｐ35

● 未利用地等の貸付 Ｐ16 ■市民サービスの向上－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 閉校小学校等の有効活用 Ｐ17 行政スマート化 Ｐ36~40

● 庁舎等空き室の有効活用 Ｐ17 ●収納方法の拡大

企業活動の活性化 Ｐ18  (クレジット等電子マネーによる収納の実施)

● 企業活動の活性化 Ｐ18 ●電子申請サービス利用の推進  Ｐ37

収納対策の強化 Ｐ19~22 ●ダウンロードできる様式の拡充 Ｐ37

● 市税及び国保税の収納率向上 Ｐ19 ●番号制度の活用 Ｐ38

● 税外債権の徴収強化 Ｐ20~21 ●行政事務のペーパーレス化 Ｐ39

・市営住宅使用料収納率向上 Ｐ20 ●オンライン会議の常設  Ｐ39

・保育料収納率向上 Ｐ20 ●ＡＩ-ＯＣＲ、ＲＰＡの導入検討 Ｐ40

・水道使用料収納率向上 Ｐ20

・農業集落排水使用料収納率向上 Ｐ21

・介護保険料収納率向上 Ｐ21

・後期高齢者医療保険料収納率向上 Ｐ21

● 口座振替加入促進 Ｐ22

● 庁舎徴収対策会議の開催 Ｐ22

ふるさと納税制度の推進 Ｐ23

● ふるさと納税施策運用の見直し Ｐ23

● ふるさと納税手続選択肢の拡大 Ｐ23

■経費の節減合理化－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ごみの削減(一人一日当たり総排出量) Ｐ24

■地方公営企業等の経営健全化－－－－－－－－－－－－－

料金体系の見直し Ｐ24~25

● 水道事業会計 Ｐ24

● 農業集落排水事業会計 Ｐ25

公営企業会計繰出金の抑制 Ｐ25

 【目 次】
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Ｐ36
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［Ｒ元年度の実績］実施

 予算編成において、第２次由布市総合計画重点戦略プランや第2期由布市総合戦略に掲げる施策の着実な推進を

主眼に、編成方針を通知したところであるが、方針内で示した政策的経費に対してのマイナスシーリングについ

ては、十分な効果を得ることができなかった。適切な事業取捨選択・優先順位付け等を行うため、予算編成に係

る具体的な手法の確立に取り組んでいる。

 国・県の動向等を踏まえた歳入の正確な把握と情報収集、全庁的な取組による自主財源の確保、適切な事業取

捨選択・優先順位付け等を行い、常に最小の経費で最大の効果が得られる身の丈に合った予算編成を行ってい

く。また、上記で達成できなかった状況を改善するため、概算要求を基にした予算編成方針を設定し、要求基準

の見直しを図る。概算要求制度においては、事業費以外も評価対象としている中で取捨選択・優先順位付け等を

行い、年々予算規模が膨らむ状況を抑制する。さらに既存事業の見直し・廃止を行うことにより、持続的な財政

運営につなげ「目に見える」形で実感できるよう務める。

中⾧期財政計

画の策定

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 中期的に安定した財政運営の持続のため、引き続き地方税や交付税等の動向を注視する

とともに、将来的な義務的経費や投資的事業等の収支見通しをもとに、令和11年度までの

予測を行った。

 決算統計、健全化判断比率、中期財政収支等を総合的に判断し、持続可能な財政運営を

目指す。総合的な判断の中で、物価高騰による経常的経費の増加等により今後厳しい財政

運営を迫られる可能性がある。既存事業の効果検証など、持続的な財政運営のため効果的

な手法の確立を模索していく。

有効な予算編成方式の実施 ［財政課］

 地域課題への対応、持続した公共サービスの提供、新たな行政需要に対応していくため、財政の安定が不

可欠であり、将来の財政予測を見通し、財政規模に見合った財政構造の構築を目指します。

中⾧期財政収支予測 ［財政課］

 直近の経済情勢や国の動向、行政需要等を織り込んだ中期財政収支計画※45 を作成し、毎年度ローリング※

46を行い適切な進捗管理を実行します。「経常収支比率※47」「実質公債費比率※48」「将来負担比率※49」

等、各財政数値の改善を図ることにより、安定した財政基盤の確立を目指します。

 財源の確保と歳出抑制に創意工夫を凝らし、予算の編成においては歳入に見合った歳出予算とすることは

もちろん、最小の経費で最大の効果が得られるよう、各課で事務事業の選択、縮小を決定するシステムを築

く等予算編成方式の改革を行います。

有効な

予算編成方式

の実施

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円

実績値 6,800千円 10,800千円 15,300千円 28,950千円

効果 6,400千円 10,400千円 14,900千円 28,550千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 検討 策定 適用 ⇒ ⇒

実施状況 策定 適用 適用 適用

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 客観的に認められる公益上の必要がある場合において補助するという原点に立ちかえり、補助金等の見直

し指針を策定し、補助の妥当性等を検証したうえで適正な交付を行います。

補助金

交付基準の

策定・運用

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］未実施

 令和4年2月策定の「補助金執行手続ガイドライン」を予算執行説明会等で全課へ周知

し、補助金の統一的かつ適切な執行に務めた。あわせて、新たな補助金の創設や補助金の

増額については、既存事業の廃止や見直しと一体であるとの認識共有を図った。

 本ガイドラインに則り、全庁的に適切な補助金執行事務を行っていく。

［Ｒ元年度の実績］未実施

 一部の基金については資金集約を行い、一括運用を開始した。

 保有する国債の内2,400,000千円分について、より高利率な銘柄への入れ替えを行い、年

間利息額の当初見込より、9,150千円の増収を確保した。売却利益44,891千円は一般会計お

よび特別会計に按分で歳入とした。

 国債金利動向等調査を行う。

 公金運用委員会にて公金運用方針を協議する。

補助金交付基準の策定・運用 ［財政課］

新たな運用手法の導入(基金の一括運用等) ［会計課］

 中⾧期の財政計画に基づく基金等の運用可能額について、安全性の確保を最優先したうえで、有益となる

新たな運用方法を確立します。

新たな

運用手法の

導入

運用効果

［効果の算出］新たな手法による収入額と従前の手法による収入額の差額

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

効果 10件 3件 3件 1件

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 当初予算ベースで0.8%減となる抑制を図り、決算ベースでは前年比約2.3％減となった。

 繰入金の節減、国・県支出金の活用及び自主財源の確保を促していく。

 各種団体補助金については、当初予算編成時に各課から提出される「補助金支出状況調

査」等により、繰越金や留保金等を確認する中で、適正な補助金規模や必要性について、

予算要求後の事前確認・査定において指摘を行い、対応を求めた。

 団体補助金をはじめ、経常的に支出している各種補助金については、ゼロベースからの見

直しを行うとともに、今後も施策効果の高い補助金交付となるよう検証していく。

特別会計等繰出金の抑制 ［財政課］

 特別会計については、中⾧期的な財政計画に基づく事業実施を図ることで、一般会計からの繰出金※50を抑

制し持続可能な会計運営に取り組みます。

特別会計等

繰出金の

抑制

補助金の整理・合理化 ［財政課］

 サンセット方式の導入(令和２年度)により、既存補助金の⾧期化・固定化による交付団体への公平性の懸

念や交付先団体の自立的な活動意識の希薄化の問題を解消する等、整理・合理化を実現します。

補助金の

整理

・合理化

［効果の算出］整理された補助金の件数

［Ｒ元年度の実績］実施

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 策定 適用 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 策定 適用 適用 適用

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 令和5年度中に公有財産管理委員会で決定した基準に基づき、見直し作業を行ったが、各

課や各施設毎での判断が多様となり、一律の判断が難しい状況となったため、稼働率や受

益者負担等も含めて、再度見直しを行った。

 令和7年度中に、令和4年3月に策定した見直し基準に基づき、見直し方針案の作成を行

う。対象となる課へ使用料・手数料の見直しについて説明を行い、特に施設の使用料につ

いては、対象施設ごとに金額を示す予定としており、状況整理と共に条例改正を予定してい

る。

使用料・手数料設定基準の策定 ［財源改革推進課］ 

 少子高齢化の進展とともに行政需要が多様化する中で、財政運営の健全化と行政サービス水準を確保する

ため、「受益者負担の適正化」「算定方法の明確化」「定期的な見直し」等の３つの視点により、公平性・

透明性・持続性を確保します。

使用料・手数

料設定基準の

策定

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］未実施

 当初予算編成段階において、財源の確保と歳出抑制に創意工夫を凝らし、事務事業評価等による検証結果

に基づいた予算編成により抑制を図ります。

財政調整基金

繰入の抑制

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 令和6年度当初予算では約5億3千万円の繰入を行う編成となっていたが、最終的には約5

億6千万円の繰入を行った。基金残高は21億3千万円となり、目標値25億円を下回ってい

る。

 財政調整基金に頼る予算編成から、予算的な裏付け（事業に紐づいた補助金や交付金の

獲得）の徹底や新たな財源の確保等への転換を図る。

財政調整基金繰入の抑制 ［財政課］

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 ー 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 未実施 検討 検討 検討

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

● 後発医薬品の使用割合
≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 78.0% 78.5% 79.0% 79.5% 80.0%

実績値 80.7% 80.9% 82.5% 85.5%

効果 0.4% 0.6% 2.2% 5.2%

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

 後発医薬品の周知を積極的に行い、医療費の削減を図る。

 医療費通知制度による啓発やレセプト※51 点検の強化による医療費の適正な給付に努め、予防医療の推

進、特定健診の受診率アップを目指した啓発を強化します。

 また、価格の安い後発医薬品(ジェネリック※52医薬品)の普及を促進し、高齢者をはじめ医療費の抑制を図

るとともに、健康立市施策を織り込みながら健康寿命※53を延ばす施策を推進します。

［保険課］

国民健康保険

の後発医薬品

の使用割合

［効果の算出］令和２年度を基準とした各年度の普及率の比較

［Ｒ元年度の実績］使用割合 77.4％ 効果額 6,422千円

 医療費通知を年６回、後発医薬品差額通知を年３回送付を行っている。計画的な通知に

より後発医療への切替意識は高くなっている。

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］未実施

 令和6年度は、各課へヒアリングを実施して、意見等を集約した。一律の判断が厳しいこ

とが分かったため、稼働率や受益者負担等も含めて、再度見直しの検討を行った。

 令和7年度中に、対象となる課への使用料・手数料の見直しを通知し、公共施設管理シス

テム（FMシステム）等の活用により各施設のコストと利用状況等の整理を行うとともに条

例改正を行う予定としている。

医療費の削減

使用料及び手数料の見直し ［財源改革推進課］

 消費税増税、社会経済情勢の変化等を勘案し、施設にあっては区分や用途、使用面積、コスト等に応じた

料金設定を検討するなど、受益者負担の適正化の観点から、県内他市の状況を調査・研究しながら各種使用

料及び手数料の見直しを行います。

使用料及び

手数料の

見直し

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 計画的な財政運営 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 特定健診・特定保健指導 

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 63.0% 64.0% 65.0% 65.0% 65.0%

実績値

（効果）
44.5%

(確定値：45.3%)

44.2%
(確定値：44.8%)

42.7%
(確定値：44.8%)

43.2%
（暫定値 10月末確定）

目標値 63.0% 64.0% 65.0% 65.0% 65.0%

実績値

（効果）
39.3%

(確定値：58.3%)

21%
(確定値：53.5%)

23.8%
(確定値：58.5%)

27.6%
（暫定値 10月末確定）

評価 C

※歩得(あるとっく)：大分県が運営する健康アプリです。大分県民(大分県に在住の18歳以上(高校

生を除く))の健康維持につながる生活習慣定着化を目的に日常のウオーキングなどによって健康ポ

イントが付与される。ポイントが貯まると大分県内の協賛店舗にて特典が受けられる。

［実績］特定健診受診率 54.8％ 特定保健指導実施率 42.2％ ※R2.11.6時点

令和６年度

実施状況等

【保険課】市報に9回掲載、またゆふポ（市公式アプリ）を活用した情報発信も行い、健診の周知を図っ

た。

（特定健診）市内の個別医療機関に健診の受診率の進捗状況を定期的に共有し、かかりつけ医療機関から

通院中の対象者に健診を促していただくよう依頼を行った。また、通知や電話等でも個別に健診の勧奨を

行った。

（特定保健指導）保健指導が円滑に実施できるよう、他業務の調整を行った。また、特定保健指導対象者

13人について委託を活用したが、実績としては令和5年度より3人減少している。委託を活用する対象者の

選定や対象者や委託先との連絡調整等の事務が課題となっている。

【健康増進課】健康マイレージ１万ポイント到達者（応募者数）は1,340名で、参加者は、年々増加してい

る。一方、青壮年期の参加者が1割であること、かねてより報償品の送料が高額になることが課題となって

いたため、事業のアプリ化を検討したが費用対効果の関係から再精査が必要となった。青壮年期の参加者

を促す取組として、大分県が指定する健康応援企業と連携し、各事業所のニーズや健康課題に応じた健康講

話等を3事業所（304人）に対し健康支援事業を実施した。結果として、60歳未満の健康マイレージ応募者

が令和5年度8.0％、令和6年度9.2％と1.2％増加した。加えて、従来から行っている各種健康教室につい

て、WEB申込やオンライン開催とし、これまで参加がみられなかった青壮年期層の参加につながった。シ

ニアエクササイズについては、普及を目的に、これまでシニアエクササイズを体験したことのない市民に

対し体験会を開催し、12回延119人の参加であった。参加者が既存の自主グループへの加入もあったことか

ら普及に寄与ができた。

今後の

取組方針等

【保険課】（特定健診）市内個別医療機関との健診の進捗状況の共有と、かかりつけ医療機関から通院中

の対象者への受診勧奨について引き続き依頼を行う。また、個別の受診勧奨通知や、近年国保に加入した

60代の対象者を中心に電話や訪問等で個別の勧奨を行う。

（特定保健指導）集団健診受診者に対して、健診当日に初回面談の一部を実施し、その後の保健指導を健

診実施機関へ委託できるよう体制を構築する。

【健康増進課】健康マイレージ事業の取組目標は、「高齢者人口の10％が健康づくりに参加」としてい

る。健康マイレージ応募者数並びにシニアエクササイズ及びお茶の間サロン等の介護予防事業への参加者

数から健康意識の醸成に寄与し、取組目標は達成されていると評価した。このことから、健康マイレージ

事業は令和8年度で事業終了予定とし、大分県の健康アプリ「歩得(あるとっく)」への移行勧奨を行う。加

えて青・壮年期層に対する取組は、事業所の健康づくり事業を継続し、市民の健康づくりのモチベーショ

ンの維持及び向上に資する為、令和7年度中に関係課と協議し健康マイレージ事業に代わる新規事業の検討

を行う。

シニアエクササイズについては、体育センターでの開催は交通手段の面等から参加者が限定されているた

め、出張型体験会を開催し地域に出向いてシニアエクササイズ活動の推進を図る。

医療費の削減

［保険課］

特定健診

受診率

特定保健指導

実施率

［効果の算出］受診率・実施率

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 960千円 720千円 720千円 720千円 720千円

実績値

（効果）
420千円 420千円 250千円 400千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 220千円 220千円 220千円 220千円 220千円

実績値

（効果）
200千円 250千円 220千円 220千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

ユーバス

時刻表広告料

［効果の算出］各年度の広告収入額

［Ｒ元年度の実績］180千円

 新規顧客の獲得につながるよう、現在広告を掲載していない事業者にも案内文書を送付

し、新規顧客の掘り起こしに取り組んだ。

 目標を達成できるよう、新規顧客の掘り起こしやレイアウトの見直しに加え、広告デザイ

ンの工夫に取り組む。

［効果の算出］各年度の広告収入額

［Ｒ元年度の実績］590千円

 他課を通じて数社に掲載依頼をしたが、掲載には至らなかった。市ホームページや・市

報でバナー広告の募集記事を定期的に掲載した結果、２社から掲載の希望があったが、１

社は申請の要綱に合わなかったため、１枠のみ１２月から掲載をしている。バナーの大きさ

等はホームページ保守業者と検討中。

 引き続き広告バナーの位置・大きさを検討し、連携協定締結企業や市の情報発信媒体で

バナー広告の掲載依頼を行う。

● ユーバス時刻表広告 ［総合政策課］

新たな収入の確保

 ホームページや刊行物等への有料広告掲載を積極的に進めます。新たな分野における可能性について、引

き続き検討を行い広告収入の増額を図ります。

● 由布市公式ホームページバナー広告 ［総務課］

バナー

広告料

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 729千円 729千円 729千円 729千円 729千円

実績値

（効果）
413千円 413千円 413千円 413千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

● 新たな広告可能媒体の検討・実施(公共施設・広報誌等刊行物等) ［関係課］ 

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 3件 4件 5件 6件 7件

実績値

（効果）
3件 3件 4件 5件

令和６年度

実施状況等

評価 B

 協定に基づく広告入り封筒の無償提供を引き続き受ける。

新たな広告可

能媒体の検

討・実施

［効果の算出］各年度の広告媒体数

［Ｒ元年度の実績］３件(新規媒体無し)

【財源改革推進課・総務課】財源確保実行計画に基づき各種項目を実施した。

【子育て支援課】令和6年度に、新たに子育て世帯へ配布する「子育てガイドブック」を

1,500部作成して、広告を掲載することにより、無償となり630千円の削減効果があった。

今後の

取組方針等

【総務課】財源改革推進課と連携し、新たな財源の確保に向けた取り組みを行う。

【財源改革推進課】財源確保実行計画中の「具体的な取り組み内容」や、「実施項目スケ

ジュール」に沿って実行していく。

● 市封筒広告 ［総務課］

封筒広告料

［効果の算出］各年度の広告収入額

［Ｒ元年度の実績］326千円

 市の文書等の発送用封筒を広告料で補う取組みを行っており、広告入り封筒（⾧３封

筒：38.000枚、角２封筒：12.000枚）の無償提供を受けたが、広告掲載業者の募集は市で

は行えず、協定にのっとり提供元が行っているため、現状以上の効果は見込めない状況で

ある。

新たな収入の確保

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

[財源改革推進課・関係課］

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円

実績値

（効果）
5,662千円 27,731千円 25,910千円 44,139千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

[財源改革推進課・関係課］

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 4,000千円 4,000千円 4,000千円 4,000千円 4,000千円

実績値

（効果）
4,240千円 3,981千円 4,607千円 5,079千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

［Ｒ元年度の実績］10,332千円

 工事用事務所や資機材置き場等、多種用途への貸付により、目標額を上回った。

 同様に貸付けを実施していく。

［Ｒ元年度の実績］23,099千円

 旧挾間老人福祉センター及び旧五福下住宅地の2件の売却により、目標額を上回った。

 同様に売却を行っていく。

● 未利用地等の貸付 

未利用地等の

貸付

［効果の算出］各年度の貸付金額

自主財源の確保

 公有財産の現状における課題を明確にし、将来的に利活用が見込めない普通財産の売却や貸付等を積極的

に推進し、自主財源の確保を図ります。

● 未利用地等の売却 

未利用地等の

売却

［効果の算出］各年度の売却金額

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

［財源改革推進課］

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 500千円 500千円 500千円 500千円 500千円

実績値

（効果）
443千円 446千円 447千円 564千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

● 庁舎等空き室の有効活用 ［財政課］

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円

実績値

（効果）
2,999千円 3,733千円 3,615千円 3,051千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［効果の算出］各年度の活用金額

［Ｒ元年度の実績］2,970千円/10件

 挾間庁舎については、１階、３階および４階の一部を貸付けた。

 同様に貸付けを行っていく。

活用実績額

［効果の算出］各年度の活用金額

［Ｒ元年度の実績］513千円/4件

 旧石城西部小学校跡地は１者、旧朴木小学校跡地については２者、旧星南小学校は１者

に貸付けた。

 同様に貸付けを行っていく。

活用実績額

自主財源の確保

● 閉校小学校等の有効活用

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 5回 5回 5回 5回 5回

実績値

（効果）
2回 3回 2回 2回

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

 引き続き異業種交流会を開催し、市内企業の交流の場を提供していく。また、異業種交流

グループ活動支援事業補助金により、異業種間の自主的な交流活動・研修・販路開拓事

業・新商品や新サービスの開発等を支援し、市内中小企業者の連携を促進させる。

 異業種交流会等を通した活動支援により、企業間連携の促進による企業活動の活性化を図ります。また、

創業支援による市内経済、地域等の活性化を促進します。

● 企業活動の活性化

異業種交流会

等開催数

［効果の算出］各年度の交流会等開催数

［Ｒ元年度の実績］1回

 市主催の異業種交流会を行ったほか、異業種交流グループ活動支援事業補助金の交付決

定者である「ＹＵＦＵプロジェクト」が、令和４年度から３カ年計画で地域課題解決及び

新商品開発事業に取り組み、最終年度となるR６年度には、ホーノキアトリエの子どもたち

と一緒にドリップパックの作成を行うなど、異業種交流会をきっかけに地域の課題解決・ま

ちづくりに寄与できた。

企業活動の活性化 ［商工観光課］

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 市税及び国保税の収納率向上 

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 95.5% 96.0% 96.6% 97.2% 98.0%

実績値 95.3% 96.0% 96.1% 96.6%

効果 38,250千円 68,001千円 72,251千円 110,501千円

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 79.7% 80.4% 81.2% 82.0% 83.0%

実績値 81.0% 81.2% 82.0% 83.0%

効果 11,835千円 13,413千円 19,725千円 27，615千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［効果の算出］令和２年度調定額を基準とした各年度の収納率による差額

［Ｒ元年度の実績］市税 94.9% 国保税 78.9%

【市税】目標は未達成。前年度比はプラス０．９％となった。

【国保税】目標値を上回った。また、前年度比はプラス１．０％となった。

 現年課税分滞納者に対し早期に滞納整理に着手することに努めた。また、課税年度、滞

納金額、財産状況に応じて文書等での照会や催告を効果的に行うよう努めた。（差押件数

280件、差押による充当金額30,262,128円 執行停止41件、21,973,588円）

【市税・国保税】現年課税分滞納者に対し、早期に滞納整理に着手する。過年度滞納分に

ついて自主納税が期待できない滞納者に対しては時期を逸せず厳正な滞納処分を行う。明ら

かに資産がなく徴収の見込みがない者に対しては、滞納処分の執行停止を行い、早期の事案

完結に努める。

収納対策の強化

 新規滞納者の抑制を図るため、口座振替加入促進の継続や納付手段の新規拡充などに取り組むとともに、

庁内連絡体制の整備を進め、課税客体の把握と効率的で厳正な滞納処分を実施することで、収納率向上と税

負担の公平性を確保します。また、税外未収債権の縮減は、「受益者負担の適正化」による市民の公平性が

保たれるとともに、財政健全化に向けた歳入財源の安定確保の実現のために重要です。料等の税外債権の滞

納徴収事務の業務連携をはじめ、納付手段・機会の拡大などにより滞納の発生を抑制し未収金の縮減に取り

組みます。

［税務課］

市税

国保税

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 税外債権の徴収強化（その１）

 ・市営住宅使用料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 57.0% 60.0% 63.0% 66.0% 69.0%

実績値 56.4% 57.9% 58.1% 59.0%

効果 1,951千円 4,611千円 4,966千円 6,562千円

 ・保育料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 93.0% 88.5% 89.0% 89.5% 90.0%

実績値 74.7% 80.8%

効果 ― ※制度改正により効果額の算出不可能

 ・水道使用料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 83.0% 84.5% 86.0% 87.5% 88.9%

実績値 82.0% 81.2% 82.2% 83.0%

効果 6,199千円 689千円 7,576千円 13,087千円

今後の

取組方針等

【市営住宅使用料】由布市債権管理条例等に沿って収納率向上の取組みを行う。

【保育料】R7年度より全ての子どもの保育料について無償化を行う。このことから、R7年

度分以降の保育料の滞納は今後発生しない。過年度分については現在滞納者全員が執行停

止中であるが、滞納者の状況を確認するため、財産調査を継続して行っていく。

【水道使用料】収益率を上げるには滞納整理（特に転出者）に一層の力を入れると同時

に、収納日を月末から変更する必要がある。

［効果の算出］令和２年度調定額を基準とした各年度の徴収率による差額

［Ｒ元年度の実績］市営住宅使用料 53.81% 保育料 90.75% 水道使用料 94.34％

令和６年度

実施状況等

【市営住宅使用料】現年度分の収納率は９９．１％とR5年度より０．５％の減となり、過

年度分の収納率が３．２８％と低くなり、全体として５９．０％と目標値に達しなかった。

目標値には達しなかったが、収納率は毎年微増となっているため、今後も収納率向上に取

り組んで行く。

【保育料】保育料督促発送対象者へ、毎月個別連絡を行い、納付に関する声かけ及び相談

を行い現年度分については収納率100%を達成した。過年度分については、２件の滞納者の

預金調査、実態調査の実施及び執行停止の実施を行った。

【水道使用料】給水停止執行通知書を延べ183名に送付し収納率向上に努めた。収納率は過

去分及び現年度分共に上昇し、全体として前年度より0.8％上昇したが、目標値を達成して

いない。

［建設課］

市営住宅

使用料

［子育て支援課］

保育料

［水道課］

水道使用料

収納対策の強化

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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● 税外債権の徴収強化（その２）

 ・農業集落排水使用料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 85.5% 86.6% 87.7% 88.8% 89.9%

実績値 85.7% 86.9% 90.5% 76.0%

効果 166千円 450千円 1,303千円 ▲2,132千円

 ・介護保険料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 97.0% 97.5% 98.0% 98.5% 99.0%

実績値 97.2% 97.1% 98.1% 98.4%

効果 3,246千円 2,434千円 10,548千円 12,982千円

 ・後期高齢者医療保険料収納率向上

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 99.6% 99.6% 99.7% 99.7% 99.7%

実績値 99.3% 98.9% 99.1% 99.0%

効果 661千円 ▲661千円 0千円 ▲330千円

評価 B

令和６年度

実施状況等

【農業集落排水使用料】令和６年度決算については、公営企業会計への移行に伴い令和７年３月３１

日までの打ち切り決算となっており、出納閉鎖期間に収納される２月、３月分の使用料収入を含んで

いないため、収納率が大きく下がっている。前年度と同じ算定期間（令和７年５月末締）で計算した

場合、収納率は約89％（うち現年分98.％）であり前年度実績と同等といえる。過年度分の収納につ

いては納付相談や催告書の発行等により滞納整理を実施した。

【介護保険料】目標値には0.1％及ばなかったが、前年度より収納率は向上している。過年度分につい

ては、収納対策推進室との情報共有や滞納事案ごとの適切な処分等（電話等による納付勧奨、催告書

の発送、差押の実施、納付相談等）を実施している。現年分については、継続的に口座振替の推奨や

督促等の通知を滞りなく行っており、99.5％と前年度より収納率が向上しており、今後も取組を継続

していく。

【後期高齢者医療保険料】団塊世代の後期高齢者医療保険移行により加入者は増加傾向にある。75歳

到達年度は普徴となるため、納め忘れ等による未納が想定され、目標値を下回っている。証一斉送付

時に制度の周知資料を同封し、窓口で口座振替の推進を実施した。

今後の

取組方針等

【農業集落排水使用料】分納誓約を含む納付相談を水道課との連携を図りつつ実施するほか、督促

状、催告書発行等による滞納整理を行う。

【介護保険料】口座振替の勧奨や督促等の通知を滞りなく行い、現年分の未納件数の縮減を図る。ま

た、滞納事案発生時は収納対策推進室と情報共有し、適切な処分を実施する。

【後期高齢者医療保険料】】年金特別徴収平準化を継続し挾間・湯布院窓口も併せて、窓口でのペイ

ジーを活用した口座振替の推進を引き続き実施する。75歳到達年度は普徴になることなど制度の周知

資料を刷新し、よりわかりやすく、また丁寧な説明・周知に努める。滞納者については、収納対策推

進室と連携して対処していく。

［高齢者支援課］

介護保険料

［保険課］

後期高齢者医

療保険料

［効果の算出］令和２年度調定額を基準とした各年度の収納率による差額

［Ｒ元年度の実績］農業集落排水使用料 84.46% 介護保険料 96.31% 後期高齢者医療保険料 99.40%

［環境課］

農業集落排水

使用料
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 口座振替加入促進

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 12,000件 12,000件 12,000件 12,000件 12,000件

実績値

（効果）
9,646件 9,532件 9,404件 9,166件

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

● 庁内徴収対策会議の開催

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 1回 2回 2回 2回 2回

実績値 3回 2回 2回 ２回

効果

（回）
2回 2回 2回 ２回

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 庁内徴収対策会議のほか、由布市債権管理委員会を２回開催し、債権管理及び回収の方

針の決定、債権放棄の内容の審査を行った。

 徴収率向上に向けた情報共有や協議を今後も継続していく。

 令和６年１０月よりペイジーを導入したため口座振替の手続きが市役所窓口で行うこと

が可能となった。多様化する納付方法と並行して積極的に取り組んでいく。

ペイジー：ペイジー（口座振替受付サービス）とは金融機関に出向き行ってい

た口座振替の申請手続きが市役所内にて完了するシステム

［税務課・関係課］

庁内徴収対策

会議開催数

［効果の算出］行財政改革推進本部の指示による庁内徴収対策会議の開催数

［Ｒ元年度の実績］0回

収納対策の強化

［税務課］

口座振替

利用者数

［効果の算出］口座振替利用者数

［Ｒ元年度の実績］11,446人

 納付方法の多様化により口座振替自体は減少傾向にあるが収納率としては伸びている。

 令和６年１０月よりペイジーを導入したため口座振替の手続きが市役所窓口で行うこと

が可能となった。ペイジー利用は、２６３人３２０件であった。

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 安定的な歳入の確保 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● ふるさと納税施策運用の見直し 

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 見直し 運用 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 運用 運用 運用 運用

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

● ふるさと納税手続選択肢の拡大 

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 5億円 7億円 9億円 10億円 10億円

実績値

（効果）
2.2億円 5.5億円 8.5億円 10.2億円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

ふるさと

納税額

［効果の算出］各年度の寄附総額

［Ｒ元年度の実績］検討・準備

 令和5年度の実績から1.2倍増加しており、目標の10億円を達成することができた。

（寄附額の8割は宿泊系で、全体的に伸びた）

 今後の取り組みとして、令和6年度同様の取り組みを継続し、寄附額増加を図る。

①市が事業者となり、宿泊補助券の未取扱ポータルサイトで返礼品として追加、②市が事業

者となり、タクシー補助券を返礼品として追加、③その他返礼品の開拓・ブラッシュアップ

等

ふるさと納税

施策運用の見

直し

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 取り扱いポータルサイトを拡充した（5件拡充 マイナビ、KABU&、Yahoo、

Amazon、チョイスアウトレット）。併せて、返礼品の増加やブラッシュアップ（サイト掲

載の画像修正・手続き案内）等の取り組みを行った。

 寄附額増加の取り組みを進める。

ふるさと納税制度の推進 ［財源改革推進課］

 ふるさと納税制度の適正運用に努めながら、納税手段の拡充や返礼品の開発を行うことにより、寄附しや

すい環境の実現を目指します。

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 経費の節減合理化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標 962.0g 952.4g 942.0g 933.5g 923.9g

実績 920.0g 902.0g 889.9g 891.3g

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

■ 地方公営企業等の経営健全化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 水道事業会計

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 再検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 再検討 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［Ｒ元年度の実績］実施

 改定料金に完全移行する令和10年4月まで激変緩和措置を段階的に適用するため、毎年度経営状況

の分析を行っている。

 改定料金は近年の物価高騰が反映されていないため、経費節減に努め経営の安定を図る。

料金体系の見直し

 水道事業会計については、第 3 次行財政改革期間である平成 28 年度に料金改定を行い、平成 29 年度に上

水道と簡易水道との事業統合を行うこととしていましたが、事業統合のみ実施したことにより、給水原価が

給水単価を上回る赤字経営が続いています。改定の先延ばしによる累積赤字の増大が懸念されており、早期

の料金改定が求められます。

  農業集落排水事業会計については、経営戦略(平成 28 年度)に基づいた事業運営を行うことにより、収支

構造の改善と経営の安定化に取り組みます。

［水道課］

料金体系の

見直し

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

 「SDGｓアクションプラン 2020」の展開に資するごみの削減は、同時に一般廃棄物処理費用の低減化を

実現することから、様々な媒体を利用しながら、積極的な情報発信等に努めます。

一人一日当た

り総排出量

［効果の算出］令和元年度の一人一日当たり総排出量を基準とした各年度の差額（令和２年度が新型コロナウイルス感

染症の影響を受けているため令和元年度を基準とする。）

［Ｒ元年度の実績］932.0g

  「ゆふいんラヂオ」での月１回の放送を通じてごみ減量に係る情報を発信すると同時に、環境行

政情報の周知を行った。環境学習会も小中学校からの依頼を受け、ごみ分別やＳＤＧｓの啓発を行っ

た（２団体、６２６人）。生ごみ処理機の助成制度の利用実績は26/30件、非電気式は8/30件。アイ

デアコンテストについては、これからの取り組みの参考となるようなアイデアもみられた（実績：２

８アイデア）。

 ゆふいんラヂオ放送、学習会、生ごみ処理機助成金は継続して取り組む。生ごみ処理機のレンタル

により興味のある方へ購入への後押しする。ごみ減量アイデアコンテストはテーマを絞って開催す

る。由布市に住む外国人に対し分別を正しく理解してもらうため、ゴミ分別表の多国語版の作成を検

討する。

ごみの削減(一人一日当たり総排出量) ［環境課］ 

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 地方公営企業等の経営健全化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 農業集落排水事業会計

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

実施状況 未検討 未検討 未検討 未検討

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 D

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 未実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 建設投資及び維持管理運営の効率化等により、公営企業※55会計の健全化を図り、基準外繰出金※56の抑制

に努めます。

公営企業会計

繰出金の抑制

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 令和６年１月から改定料金を適用している。経営の安定を優先し、段階的に抑制を行って

いる。

 段階的に抑制し、繰入基準額以内の繰入金額を目指す。

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 料金体系見直し未検討。R7.4.1から公営企業会計移行するための諸業務を業務委託等に

より実施した。

 公営企業会計により、経営状況を正確に把握したうえ料金体系見直しの検討を予定。

公営企業会計繰出金の抑制 ［水道課］

料金体系の見直し

［環境課］

料金体系の見

直し

≪ 健全な財政運営の推進 ≫
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■ 行政の担うべき役割の重点化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

評価 B

令和６年度

実施状況等

【財政課】令和４年度から令和６年度の「公共施設改修工事年次計画」に基づき、改修、

解体、修繕を進めている。

【建設課】（市営住宅） 市営住宅⾧寿命化に基づき、市営上小原住宅の水洗化・屋上外

壁改修工事の設計を行った。令和７年度は市営上小原住宅の水洗化・屋上外壁改修工事を

行う。

また、令和６年度は対象施設を対象に劣化調査を実施し、各課ヒアリングを実施した上

で、「公共施設改修工事年次計画」（R７～R９）を策定した。

（橋梁・道路・トンネル）計画的改修を継続しており、管理施設の更新・改修を随時行って

いる。
【水道課（上水道施設）】老朽化した水道管路、機械・電気設備の更新については、漏水

状況や耐用年数等を考慮し計画的に実施した。施設については、挾間浄水場の既存浄水池

の耐震化の為、浄水池の新設工事に着手した。

 施設（管路等含む）の耐震化に向け上水道施設耐震化計画を策定した。

【環境課（農業集落排水施設）】令和２年度に策定した最適整備構想に基づき、改修計画

を立てている。

今後の

取組方針等

【財政課】令和７年度は「公共施設個別計画」の改訂を行い、また、市営住宅⾧寿命化計

画の最終年の為、⾧寿命化計画の再策定を行う。。

【建設課】

（市営住宅）市営住宅⾧寿命化計画により市営住宅を維持管理していく。

（橋梁・道路・トンネル）計画的に点検、修繕を実施していく。

【水道課（上水道施設）】水道ビジョンや上水道耐震化計画に基づき、施設の耐震化や維

持補修を行いながら、計画的に更新する。また、国費についても利用できるメニューを精

査し有効的に活用していく。

 令和６年度に着手した新設する挾間浄水場については、令和８年度の供用開始を予定と

している。

【環境課（農業集落排水施設）】最適整備構想の計画を基に改修時期の検討を行う。

公共施設個別管理計画の推進 ［財政課・関係課］

 公共施設等総合管理計画に基づき、施設毎の改修及び更新経費等、財政負担を加味した整備の考え方、管

理運営の方向性、受益者負担の在り方について、方向性を示します。

公共施設個別

管理計画の

推進

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫

26



■ 行政の担うべき役割の重点化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 協議 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 協議 協議 協議 協議

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

 8月から開始した建築工事については、杭工事が10月までに完了し、11月からは、ごみピット部分

へのコンクリート打設や基礎躯体工事等を実施している。造成工事については、東側法面等の落石防

護工事や擁壁設置工事を実施している。

 引き続き、新環境センター稼働に向け関係協議を行っていく。

 大分市を連携中枢都市として、３つの柱（産業・都市機能・住民サービス）により、７市１町それ

ぞれが３１の基本連携項目（施策）について、連携協約を締結し、「大分都市広域圏」を形成し、各

種取り組みを推進している。

令和６年度は、「歩行者天国実施事業」「図書館の相互連携事業」「未来創造塾」「消防指令業務の

共同運用」「おおいた公共施設案内・予約システムの運用」「一般廃棄物処理施設（新環境セン

ター）整備事業」を実施した。

 また、「おおいた公共施設案内・予約システム」については、令和７年２月１３日から新たな機能

（オンライン利用者登録やオンラインキャッシュレス決済）を備えたシステムが稼働。各自治体の公

共施設所管課等が参画する「公共施設の相互利用促進に関する作業部会」を開催するなかで、約１年

間かけてシステムの開発・運用について、協議を進めてきた。

 「第２期大分都市広域圏ビジョン（令和３年４月～令和８年３月）」における３つの柱（①圏域全体の

経済成⾧のけん引（産業）②高次の都市機能の集積・強化（都市機能）③圏域全体の生活関連機能サービ

スの向上）により、連携事業を実施するとともに、第３期大分都市広域圏ビジョン（令和８年４月～令和

１３年３月）の策定に向けてビジョン会議・推進会議を行う。

新環境センターの設立・稼働 ［環境課］

 大分都市広域圏を構成する 6 市(大分市、臼杵市、竹田市、豊後大野市、由布市、津久見市)は、「大分都

市広域圏推進会議 一般廃棄物処理施設整備部会」を設置し、令和 9 年 １０ 月 1 日稼働に向けて、「新環境

センター」の整備計画を進めています。広域化による一般廃棄物※59の効率な処理の推進により、持続可能な

地域経済の構築に向けて連携を深めます。

新環境セン

ターの設立・

稼働

「連携中枢都市圏ビジョン」の推進 ［総合政策課］

 大分都市連携中枢拠点都市圏構想※57による大分市との広域連携は、令和３年度より第 2 次大分都市広域圏

ビジョン※58の計画期間となります。広域圏を構成する 7 市 1 町は、これまで、公共施設の相互利用等、市

町村域を越えた行政サービスを実現しています。

 今後も、役割分担とネットワーク形成を通じて、地域を活性化するとともに、地域経済を持続可能なもの

になるよう連携を深めていきます。

「連携中枢都

市 圏 ビ ジ ョ

ン」の推進

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫
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■ 行政の担うべき役割の重点化 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 検討 構築 ⇒ 稼働 運用

実施状況 検討 構築 構築 稼働

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

■ 行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 各種研修への参加機会を設け積極的に活用を促した。また、若手職員らが中心となった

「課題発見・解決グループ」については、様々な行政課題について解決策を見出すため、

研修会を実施した。

 各種研修への積極的な活用を促すとともに、大分県内の全自治体で構成する、市町村Ｄ

Ｘ推進会議 人材育成・確保検討部会で、各自治体の人材育成・確保基本方針（デジタル部

分）の策定に取組み、今後を見据えたデジタル人材の育成を踏まえた取組を行う。

 由布市研修計画に基づいたWEB研修を活用して、参加機会の拡充を図るとともに、研修

メニューの充実を図る。

人材育成の推進 ［総務課］

  「人材こそが最も重要な経営資源」を念頭に、職員の意識改革や能力開発を図る等、計画的かつ戦略的に

人材育成を進め、組織体としての由布市役所の能力を高め市民満足度の向上を図ります。

人材育成の

推進

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

  県内全ての消防組織を対象として、消防指令※60業務の共同運用に向けた協議が進められています。共同

運用の実現は、指令人員の再配置や維持管理費の縮減等の効率化の効果が見込まれており、市民生活の安心

と安全の確保を前提に共同運用の推進を図ります。

消防指令業務

の共同運用

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［参考値(県試算)］単独運用 453百万円 – 共同運用 241百万円 = 効果額 212百万円

①おおいた消防指令センター施設整備に伴う由布市消防署及び無線基地局等の連携機能化

のための設備等工事

②既存の由布市指令システムの設備撤去工事

③指令センターに派遣職員の研修、試験運用

④指令センター稼働（R6.10.1～）

①おおいた消防指令センター運用に係る由布市消防署等との連携

②指令センター共同利用に係る負担金の支出

③指令センターへの職員派遣

消防指令業務の共同運用 ［消防本部］

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫

28



■ 行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 600人 600人 600人 600人 600人

実績値

（効果）
363人 620人 841人 1,060人

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 社会環境の変化等に伴う市民ニーズの多様化や、頻発する大規模災害への対応等、行政サービスの提供の

在り方については、時代に即応した柔軟な対応が求められています。今後、地域特性を活かしたまちづくり

を進め、新たな行政課題に取り組むために、「働き方改革」を実現する業務効率化・省力化を促進し、機動

力を発揮する組織設計を行います。

定員管理計画

の策定

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目数

［Ｒ元年度の実績］実施

 定員管理計画に基づいて職員数等の管理や人員配置を行っている。人員について各課と

意見交換を行い配置及び採用に努めた。

 令和７年度に令和８年度から１２年度までの５か年計画を策定する。

 次期計画策定において、ＤＸの効果や業務量の推移を検討しつつ、定年延⾧制度との調整

と一定の新陳代謝の調和を図り、市民サービスの低下を招くことのないよう適正な人員等

の検討を慎重に行う。

［効果の算出］人材育成基本計画に基づく各年度の研修受講者数

［Ｒ元年度の実績］600人

 管理職・新採用職員研修等の市独自研修や大分県自治人材育成センター等の派遣研修へ

の参加を促し実施した。

 様々な受講形態に対応することで受講機会の拡充を実施し、引き続き研修への受講を促

進していく。

定員管理計画の策定 ［総務課］

職員研修の充実 ［総務課］

 「人材育成基本計画」に基づき、職責や職階に応じた研修や専門知識習得研修のほか、多種多様な研修機

会を設定し、職員の適正を見極めながら、将来を見据えた計画的な人材育成と人材開発を行います。特に若

年層職員については同一課内における職務(係間)異動を促進し、業務経験の拡大によるスキルアップを図っ

ていきます。

職員研修参加

者総数

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫
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■ 行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 検討 検討

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 見直し 適用 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 適用 適用 適用

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目数

［Ｒ元年度の実績］無し

・令和５年度４月から財務会計の電子決裁の運用を始めている。

・その他の決裁規程の改定に至らなかった。

文書決裁の電子化には、文書管理の見直しと紙文書保存ファイルと電子保存フォルダの一

致をはじめ現状とルールの整理の必要があり、具体的な解決方法の検討にも至っていな

い。

 令和11年度から実装を目指す新たな文書管理システム導入に併せて、文書決裁の電子化

に取り組む

令和６年度の組織機構見直しの検討を行ったが、具体的な調整に至らなかった。

現状に見合った組織機構の構築を行っていく。

決裁規程の見直し ［総務課］

 デジタル庁の発足により、デジタル革命の進展が加速することが想定されます。本市においても、行政ス

マート化の取り組みを進めるためには、市⾧権限の事務委任や決裁規程の見直し等が求められています。ス

ピード感のある意思決定や事務処理体制を構築します。

決裁規程の

見直し

組織機構の見直し ［総務課］

 これまで、市民が求める行政サービスに体系的に応じることのできる組織体制を構築するため、適時組織

再編を実行してきました。今後も、市が抱える課題や社会情勢、市民ニーズの変化を捉え、柔軟かつ機能的

に対応できる行政組織の見直しや調整を適宜行います。

組織機構の

見直し

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目数

［Ｒ元年度の実績］検討

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫
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■ 行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織機構 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 検討 検討 終了 ―

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 -

■ 市民に開かれたまちづくり －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 市ホームページで公開するともに市報５月号、11月号に掲載した。

 同様に公開していく。

財政状況(予算・決算・中期財政見通し)の公開 ［財政課］

 広報誌やホームページ等を活用し、市の財政状況をさらに分かりやすく情報発信し、市民の関心が高まる

よう取り組みます。

財政状況(予算・

決算・中期財政

見通し)の公開

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 費用対効果や市民サービスの在り方、手法等について、年度毎の検証を行います。

検証結果に基づく見直し等については、速やかに反映することとします。

窓口業務の時

間延⾧

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目数

［Ｒ元年度の実績］実施

 由布市分のコンビニ交付開始に伴い令和５年度は、規模縮小（各庁舎２回/週から１回/

週に変更）をし、令和５年度末（令和６年３月３１日）で終了することを決定した。終了

決定にあたっては、その案内と代替手段のコンビニ交付について市報、市ホームページ、庁

内掲示及び来庁者へのチラシ配布を行うなど、広報と周知に努め、令和５年度末（令和６

年３月３１日）で終了した。

 ー

窓口業務の時間延⾧ ［総務課］

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫

≪ 効率的な行政運営の推進 ≫
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■ 市民に開かれたまちづくり －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 未実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 予算・決算の概要に加えて、中期財政見通し等の財政状況に関する行政情報について、広報誌、ホーム

ページ等の媒体を通じて、分かりやすい表現に努め積極的に開示します。

 また、市民に関心を高めてもらえるように、当初予算だけでなく、補正予算の概要も開示して、1 年を通

じての財政状況の情報発信に努めます。

補正予算の

概要の公開

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

 当初予算と同様に、補正予算についても予算書と概要を市ホームページで公開した。

 同様に公開していく。

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 由布市第3期由布いきいきプラン、由布市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計

画、地域計画、第３次由布市障がい者基本計画・第７期由布市障がい福祉計画・第３期由

布市障がい児福祉計画、由布市都市計画マスタープラン改定、由布市立地適正化計画策

定、湯平地域復興まちづくり基本計画を市ホームページで適宜公表することができた。

 また、計画策策定にあたりパブリックコメントの活用した計画があった。

 効果的な情報の公表に努めていく。

補正予算の概要の公開 ［財政課］

各種計画の公表 ［総務課］

 今後の市政への市民参画を進めるとともに、計画への理解と協力を得るために、各種計画や事業概要等の

公表を行います。

各種計画の

公表

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫

32



■ 市民に開かれたまちづくり －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 未実施 未実施 未実施 未実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

事務事業評価

の公表

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］実施

 令和5年度の事務事業事後評価の結果を市ホームページで公表した。

 市ホームページに掲載し公表していく。

 会議録の公開には至っていない。審議委員と会議録の作成方法及び内容の相談を行った

審議会はあるが決定には至っていない。

 ※ＤＸの導入と併せて会議録を含めた公表情報の内容等の検討を行っていく。

※ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術の活用に

よる変革のこと。

事務事業評価の公表 ［総務課］

 これまでの行政評価の手法を見直し、施策・事業の目的や今後の見通しを明らかにしたうえで、効率性・

効果・達成度等を評価し、より一層、予算編成と連動した取り組みにより、事業の選択と集中を推進すると

ともに行政資源の最適配分を図ります。

各種審議会等の会議内容公表 ［総務課］

 市民等に対し積極的に市政に関する情報提供を行い、市政運営の透明性向上と開かれた市政を実践するた

め、各種審議会等の会議内容をホームページ等で原則公開します。(個人情報等を含む内容は原則非公開)

各種審議会等

の会議内容

公表

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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■ 市民参加の充実 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 1団体 3団体 3団体 5団体 7団体

実績値 1団体 4団体 4団体 4団体

 市民と協働したまちづくりに向けて、住民自治基本条例に基づく地域住民が主体となって積極的に課題に

取り組む組織づくりを進めるために、地域コミュニティ活動及び公益活動に対する支援を行い地域活力の創

出を促進します。

  地域でできることは地域で自主的に行うという「地域の自己決定、自己責任」の考え方を基本として、

「共助」の実現に向けた住民自治の強化を目指します。

  新たな単位を区域とする地域コミュニティ組織の仕組みづくりを調査・研究し、自助・共助・公助の考え

方の浸透と確立をめざします。

地域コミュニ

ティ組織数

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績（単年度）］無し

令和６年度

実施状況等

【挾間・地域振興課】令和６年度において谷むらづくり協議会では、「谷むらぬきい祭り」を始めと

した継続事業に加え、協議会と地域おこし協力隊が協働してチラシのデザインや広報方法・内容のブ

ラッシュアップ等の広報活動強化を行うなど、谷地域の活性化やコミュニティの形成に取り組んだ。

他地域の状況調査については、「調査」を単独で行っていないものの地域活力創造事業を実施してい

る団体等でまちづくり協議会と成り得る組織があるかなどの状況確認は行っている。しかし、現状で

は組織形成にまでは至っていない。

【庄内・地域振興課】令和６年度において、①大津留まちづくり協議会では、特産品「おおつるおい

ちゃんうどん」の食堂を６月から開始し、毎月第１・２・３・５水曜日に１日限定３０食で販売して

います。ＳＮＳ（InstagramやYouTube）のアカウント等を活用して、情報発信を行い、集客に努め

ています。またふるさと納税活用事業により、自主財源確保に繋げる取り組みを行いました。さら

に、YouTubeアカウントを作成し、地域の魅力発信に努めています。また、集落支援員を２名配置

し、大津留地域内外の方との交流や大津留まちづくり協議会での話し合いを実施し、地域の課題解決

に向けた各種事業の援助を行った。②阿蘇野・直山まちづくり協議会は、４月２９日（月）に開催さ

れた、第４５回黒岳山開きにおいて、由布市庄内町観光協会から委託を受け、イベントに参加し、か

しわ飯・しし汁の提供やステージ企画の準備を行いました。また、ふるさと納税活用事業により、調

理器具の更新を行い、生活支援の１つとして、高齢者への配食サービスを実施しました。

 地域の状況調査については、「調査」を単独で行っていないものの地域活力創造事業を実施してい

る団体等でまちづくり協議会と成り得る組織があるかなどの状況確認は行っています。しかし、現状

では組織形成までには至っていません。

【湯布院・地域振興課】令和6年度より高齢者支援課が実施する介護予防事業と連携し、湯平地域介

護予防教室「通称：からんころん」を月2回開催することとなり、その中で教室参加者の移動見守り

支援を、「あしサポ」が担う活動を行った。またこれらの活動を維持・促進するために高齢者集落等

支援事業補助金を活用して、まち協専用車両を導入した。

地域間連携の推進 ［総合政策課・地域振興課］

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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評価 B

■ 市民参加の充実 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 地域の身近な課題解決に向けて、地域が一体となって取り組むための組織づくりが求められています。市

民と行政が適切な協力関係のもとに支え合う「市民と行政による協働のまちづくり」に向けて、地域コミュ

ニティの充実・強化を図り、地域が主体となって地域の身近な課題を解決できる地域社会を築くために、周

知活動をはじめ地域における積極的活用を推進します。

協働マニュア

ルの活用

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

 協働マニュアルに基づいた「まちづくり協議会意見交換会」を開催し、各まちづくり協議

会の取組事例の発表や課題等の情報共有を行った。意見交換会を実施したことで、各地域

の課題解決に向けた多角的な視点が提供され、今後のまちづくり協議会の継続的・主体的

な運営について情報共有・交換することができた。

 マニュアルを活用し、まちづくり協議会への支援に努める。

 また、定期的に各まちづくり協議会が意見や情報を交換する場を設けることで、協議会

の継続的・主体的な運営を支援するとともに、各地域が抱える個別の課題解決に向けた取

り組みを促進していく。

今後の

取組方針等

【挾間・地域振興課】地域計画書の方針に基づき、地域活性化を進めていくまちづくり協議会を補助

金交付期間中に財政的自立を含めた自主運営組織としての体制づくりができるように地域おこし協力

隊員の参画のもと運営支援を進める。加えて、他地域の状況等の調査を行い、必要があれば協議会設

立に向けての検討を行う。

【庄内・地域振興課】地域計画書の方針に基づき、地域活性化を進めていくまちづくり協議会につい

て、①大津留まちづくり協議会は、特産品「おおつるおいちゃんうどん」をふるさと納税の返礼品に

登録します。また、地域おこし協力隊や集落支援員を配置し、運営支援を進めます。さらに、高齢化

が進む中で、高齢者の社会参加や居場所づくりを通じた地域活性化を図ります。②阿蘇野・直山まち

づくり協議会は、男池や黒岳等の昔からある観光資源を活かしたイベントの開催や新しい観光資源の

発掘による安定的な自主財源の確保を目指します。

 加えて、他地域の状況等を調査し、必要があれば協議会設立に向けての検討を行います。

【湯布院・地域振興課】ゆのひらんプロジェクトについては、地域おこし協力隊員参画の元、地域計

画書の方針に基づきながら県の補助事業を活用して事業を進めるとともに、自主財源確保に向けた取

り組みも並行して進めて行く。

その他地域については、設立の時期を逸することが無いよう地域に入り地域住民に聞き取りを行いな

がら協議会設立の可能性等を精査する。

協働マニュアルの活用 ［総合政策課・地域振興課］

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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■ 市民サービスの向上 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 収納方法の拡大(クレジット等電子マネー※62による収納の実施)

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 運用 ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 実施 運用 運用 運用

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 令和３年度より開始した電子決済システム（PayB/PayPay/ゆうちょPayによる支払いが

可能）に加え、令和５年４月より地方税共通納税システム（eLTAX）による納税環境を整

備したことにより、当市では固定資産税・軽自動車税についてインターネットバンキング

やクレジットカード等、多様な納付に対応している。

 地方税共通納税システム（eLTAX）による運用を継続し、対応可能な債権を広げてい

く。システムの標準化に併せて令和８年度より市民税（普通徴収）、国保税の地方税共通

納税システムに対応していく。

行政スマート化

 「デジタル時代における今後の行政改革の基本的方向性(仮)」(令和 2 年 6 月 26 日、内閣官房行財政改革

推進本部「行政組織集中レビュー」中間報告(案))によると、例えば新型コロナウィルス感染症対策の経験か

ら、「対面を前提としない仕事の仕方」等を切り口に、押印、書面等の見直しに止まらず、デジタル技術を

活用して、規制等の行政手続を再構築し、その結果の行政組織・配置等への反映を検討するとしています。

また、これと併せて、これまでの行政手続のオンライン化等の積み残しの課題を一掃するとしています。

 本市においても、これまでに地方税申告・入札・図書・子育て・公共施設予約・水道・簡易(アンケート

等)の手続について、行政手続のオンライン化を実施していますが、導入可能な行政手続数としては十分とは

いえず、市民の利用状況についても同様であることから、その効果について未だ発展の途上にあると言わざ

るを得ません。

 より多くの行政手続をオンライン化することは、市民の利便性を飛躍的に向上させるばかりではなく、業

務の省力化・効率化についても、大きな効果をもたらします。

 今後、デジタル庁により、多くの行政手続の標準化が加速することが想定されており、国の動向に十分留

意しながら、本市の行政手続のオンライン化を進めていく必要があります。

 また、文書・財務などの内部業務の現状は、「対面を前提としない仕事」環境となっていません。これら

の内部事務を電子決裁※61化することにより、非接触型業務を可能とし、同時に 2,778 千円(年間)の削減効果

が期待されます。

 基幹系をはじめとする多くの電算システムについては、これまで積極的にクラウド化を進めてきました。

現在、単独運用を行っている業務システムや、今後導入が検討されている業務システムについてもクラウド

化を進め、情報システムに係る経費の削減と市民サービスの向上を図る必要があります。

［税務課・関係課・会計課・総合政策課］

収納方法の

拡大

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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■ 市民サービスの向上 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 電子申請※63サービス利用の推進

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 25手続 30手続 35手続 40手続 45手続

実績値

（効果）
29手続き 58手続き 59手続き 66手続き

≪指標≫ R3 R4 R5 R6 R7

目標値 4,500件 5,000件 5,500件 6,000件 6,500件

実績値

（効果）
3,168件 6,319件 8,112件 10,138件

評価 A

■ 市民サービスの向上 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● ダウンロードできる様式の拡充

≪指標≫   R3    R4  R5 R6 R7   

目標値 260件 270件 280件 290件 300件

実績値

（効果）
277件 301件 339件 341件

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 A

［効果の算出］様式数

［Ｒ元年度の実績］253件

【総合政策課】市ホームページの「申請書ダウンロード」ページのダウンロード一覧に掲載

している様式数と各課の業務ページ内に掲載している様式数は341件であった。

【総合政策課】電子申請フォームの拡充とともに、新規のダウンロードできる様式の検討

を行う。

今後の

取組方針等

【電子申請手続】】大分県電子申請システムの本人確認機能及びキャッシュレ決済機能を

拡充させてオンライン申請可能な事務の拡大を図る。

【電子申請利用者】電子申請手続数の拡大に伴い申請利用者数も増加する見込みである。

行政スマート化

［関係課］

 ダウンロード

できる

様式数

電子申請

利用者数

［効果の算出］利用可能な電子申請数

［Ｒ元年度の実績］電子申請手続数 20手続 電子申請利用者数 延べ4,044人(法人を除く)

令和６年度

実施状況等

【電子申請手続】大分県電子申請システムでの申請手続数は１４手続き。

マイナポータルによるぴったりサービスでの申請手続数は５３手続き。

【電子申請利用者】大分県電子申請システムでの申請数は1,465件、ぴったりサービスでの

申請数は438件、公共施設予約システムでの申請数は8,235件であった。

行政スマート化

［関係課・総合政策課］

電子申請

手続数

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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● 番号制度の活用

≪指標≫   R3    R4  R5 R6 R7   

目標値 5事務 5事務 6事務 7事務 8事務

実績値

（効果）
6事務 6事務 6事務 6事務

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

［効果の算出］独自利用事務の登録数

［Ｒ元年度の実績］5手続

 令和６年度において、独自利用事務の追加はなかった。重度心身障がい者医療費の支給

申請に関する事務等の６事務となった。

 マイナ保険証の導入に伴い、重度心身障がい者医療費の支給申請に係る加入医療保険の

資格確認の情報連携の追加を行った。

 市民の利便性が向上するよう必要に応じて手続を追加していく。

［関係課・総務課］

 独自利用事務

登録数
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■ 市民サービスの向上 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

●行政事務のペーパーレス化 

≪指標≫   R3    R4  R5 R6 R7   

目標値 0円 1,500千円 2,000千円 2,000千円 2,000千円

実績値

（効果）
0円 検討 101千円 1,523千円

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

●オンライン会議の常設  

≪指標≫   R3    R4  R5 R6 R7   

目標値 12回 24回 36回 48回 60回

実績値

（効果）
6回 10回 28回 30回

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 C

オンライン

会議開催数

［効果の算出］庁内オンライン会議開催数

［Ｒ元年度の実績］無し

 オンライン会議の利用が職員に定着してきており、令和５年度に比べて微増となった。

 今後も庁内外にかかわらずオンライン会議の開催を推進するために、利用手順等を周知

するとともに、職員PCの無線LAN化を進め、オンライン会議の利用環境の拡大を図る。

 関連経費の削

減額

［効果の算出］令和2年度を基準とした紙購入金額、印刷用品等試算可能な経費

［Ｒ元年度の実績］無し

 庁内会議は、タブレットの使用によりペーパーレス会議の開催に努めた。なお、議会で

は、令和６年６月議会の第２回定例会よりタブレットを利用したペーパーレス化を行って

いる。

 今後も、タブレットの使用により、紙の資料のいらない会議の導入に努める。

 また、印刷実績を基に複合機の単価について効果的な入札事務を行うとともに、文書決

裁の電子決裁化に向けて必要な準備を行う。

［総合政策課］

行政スマート化

［総務課、財政課、会計課、総合政策課］

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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●ＡＩ-ＯＣＲ、ＲＰＡ※64の導入検討

≪実施項目≫ R3 R4 R5 R6 R7

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施状況 未実施 実施 実施 実施

令和６年度

実施状況等

今後の

取組方針等

評価 B

 AI-OCR、RPAの利活用拡大に向けて各課と検討、調整を行う。

※用語の解説については、「第４次由布市行財政改革推進計画」の別冊「用語解説」をご参照下さい。

行政スマート化

［総合政策課］

ＡＩ-ＯＣＲ、

ＲＰＡの

導入検討

［効果の算出］効果額を算出しない取組項目

［Ｒ元年度の実績］無し

 令和４年度にAI-OCR、RPAを導入済み。RPA対象業務については、新たに２業務を追加

して、10業務となった。

≪ 市民とともに進めるまちづくり ≫
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４．おわりに

 令和６年度は、第４次由布市行財政改革推進計画の４年目でありました。社会は

コロナ禍以前への様相になり行動制限や経済活動は回復となる一方で、物価価格高

騰の影響をを受ける１年となりました。

 このような状況の中、令和６年度の行財政改革の実施状況を個別に検証すると、

個別テーマの目標達成率は８１．５％となりました。２年度続けて達成率が上昇し

た令和５年度と同率を維持し、目標達成へ向けた着実な取り組みが見えています。

 改革意識を持って取り組みが進められており、個別テーマによっては目標値以上

の進捗が見られるものがある一方で、到達していないものがあります。取り組みに

時間を要するものもあるため計画期間通じ積極的に取り組みを進めていくことが必

要です。

 行財政改革は、ＤＸの推進によるテクノロジーとの融合、物価高騰等の経済情勢

の変化の影響及びインバウンド対応を急務を要するのもあり、日々目まぐるしく変

わる環境に日進月歩の推進が求められています。

 その最中において第４次由布市行財政改革推進計画により、第１次行財政改革か

ら継承された基本理念「将来にわたり行政サービスを安定的に提供し住民ニーズに

応えうる市政」を念頭に、残りの計画期間においても行財政運営の一層の改革を推

進していきます。
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